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2025年10月期半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ 

 

　当社は、本日付で、企業内容等の開示に関する内閣府令第18条の2第1項に規定する半期

報告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出を行うことを決定しましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

記 

1.​対象となる半期報告書 

　　　第30期（2025年10月期）半期報告書（自2024年11月1日　至2025年4月30日） 

2.​延長前の提出期限 

　　　2025年6月16日 

3.​延長が承認された場合の提出期限 

　　　2025年7月15日 

4.​提出期限の延長を必要とする理由 

　　　当社においては、前期から当期にかけて、旧経営陣から現経営陣への経営交代が行

　　われました。その過程で旧経営陣が実施した複数の取引や対応により、財務報告の前

　　提条件に重大な支障が生じております。​

​

　　具体的には、監査法人アリアより以下の指摘がなされております。 

a.​子会社の代物弁済取引およびその周辺取引に関する問題​

　旧経営陣は、2025年2月3日付で、当社の連結子会社であったZEDホールディン

グス株式会社およびその傘下の株式会社Zaif、チューリンガム株式会社、株式

会社クシムソフトを、代物弁済の名目で外部に譲渡しました。この取引によっ



て当社の全事業子会社が失われただけでなく、この取引に至る過程において約

20億円にのぼる未回収債権の発生といった重大な会計上の影響をもたらしてお

り、事業上の合理性が不明であると監査法人より指摘されております。​

　そのため、これらの取引の会計的評価、未回収債権の評価について、追加的

な対応が必要であるとの指摘を受けております。 

b.​会計証憑・データの未保全・提供拒否​

　旧経営陣は、上記代物弁済の際に当社の連結決算に必要な子会社の会計デー

タを当社がアクセスできる環境に保全しないまま譲渡しており、現在において

もアクセスできない状況です。また、当社の財務経理部門、人事総務部門等の

後方管理部門配属者全員の外部転籍を行いました。その上、当社役職員の給与

データなども含め、当社の会計処理に必要な一部の会計証憑の提供要請に対し

ても、現時点で旧経営陣は応じておりません。​

　こうした状況は会計監査上の不正の兆候と見なされる状況であり、取引の精

査や欠落した証憑について追加的な対応が必要であると監査法人より指摘を受

けております。 

c.​継続企業の前提に関する評価​

　前任の監査法人は、2024年10月期の監査において、当社の継続企業の前提に

関する判断を意見不表明としました。現任の監査法人は、この意見不表明の背

景にある経営体制の不安定性や事業・資金計画の欠如について、その是正状況

や将来見通しの評価が必要であるとの指摘を受けています。 

　上記3点の事象に対し当社は、追加の対応並びに監査法人による内容の十分性・

妥当性の検証に相応の日数を要することから、2025年6月16日までに半期報告書を

提出することが困難であると見込み、提出期限の延長申請を行うことといたしまし

た。 

5.​今後の見通し​

　今回の提出期限延長に関する申請が承認された場合には、速やかに開示いたしま

す。 

　株主・投資家の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深く

お詫び申し上げます。当社は今後も信頼回復とガバナンスの強化に誠心誠意取り組

んでまいります。 

 

以上 

  


